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住宅トップランナー基準の見直しについて

前回合同会議の委員からの太陽光発電設備に係るご意見

発言者 ご意見

清家委員 • 設備の設置費用の補助や屋根貸しの仕組み等の個人負担の軽減方策も合わせて検
討すべき。

望月委員 • 地元の施工業者の有無、補助金制度の有無も含めて要因を分析した上で、普及に向
けた方策を検討すべき。

• 普及促進の際には、廃棄処理までを見据えて十分に説明されたい。

山下委員 • 住宅だけに責を負わせず他の部分での活用も視野に入れ全体で見て制度検討すべき。

発言者 ご意見

清家委員 • 地域ごと敷地ごとの発電条件の差を考慮した目標値の設置が必須。

鈴木委員 • 積雪寒冷地での降雪による発電の制約や宅地狭小化の一層の進行などの建築・気象
条件により発電量が頭打ちになる地域に対しての運用を考えるべき。

■太陽光発電設置目標に対するご意見

■太陽光発電設備の設置の普及・促進に関するご意見
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住宅トップランナー基準の見直しについて

（１）太陽光発電設備の導入に係る動向について

（２）トップランナー基準の見直し案

①太陽光発電設備の設置目標

②太陽光発電設備の普及促進等に関する施策について

（３）まとめ
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住宅トップランナー基準の見直しについて

エネルギー基本計画等の見直し議論における
非住宅の太陽光発電設備に関する議論

総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再
生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第69回） 資料２抜粋
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総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネ
ルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可
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エネルギー基本計画等の見直し議論における
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住宅トップランナー基準の見直しについて
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発電により賄える量
▲18.7％

売電により
更に名目
▲31.0％

⚫ 非住宅・住宅ともに太陽光発電設備の導入促進の議論が進められているところ。
⚫ 住宅（代表的なモデル）における太陽光発電の導入効果を試算※したところ、発電により年間エネルギー消費量の

18.7%を賄えることに加え、売電によりさらに名目上31.0%のエネルギー消費量を賄うことが可能となっており、住宅の所
有者が太陽光発電の導入による受益を一定程度得られるものとなっている。

※代表モデルの試算であるため、建物形状や導入設備の仕様によっては試算結果は異なる。

住宅における太陽光発電の導入による受益

【推計方法】
• 住宅モデル：基準設定住戸（床面積120.08㎡）
• 地域区分：６地域（日射地域区分A3）
• 外皮性能：省エネ基準（仕様基準）
• 一次エネルギー消費性能

暖冷房設備：ルームエアコン（規定値）
換気設備：壁付け第三種（規定値）
給湯設備：ガス従来型給湯器（規定値）
照明設備：すべてLED

• PV設置容量：4kW（真南、設置角度20度）
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住宅トップランナー基準の見直しについて

＜現状整理＞

[目標と現状]「2030年までに新築戸建住宅の6割に設置」目標に対して、現状の設置率は31.4％。

[設置支援] FIT/FIPの他、今後施策効果が見込まれる再エネ促進区域制度等や税制・融資により設置を促進 

＜住宅トップランナー事業者の設置状況＞
建売戸建住宅 8％ 、注文戸建住宅 58.4％、賃貸アパート 21.3％

今後見込まれる状況変化

・ 年内目処に実施予定のエネルギー基本計画の見直し議論（公共部門、オフィ
ス・工場等の非住宅建築物とあわせた住宅の屋根等への設置促進）

・ ペロブスカイト太陽電池等の次世代型太陽電池の早期社会実装による壁面や
耐荷重性の低い屋根への設置促進

住宅・非住宅建築物についてエネルギー基本計画の見直し議論の中で設置促進策について検討。
特に戸建住宅については、2030年の達成目標が設定されていることに鑑み、住宅トップランナー制度の活用
も考えられる。

＜住宅トップランナー制度を活用した太陽光発電設備設置促進の方向性＞

建売戸建及び注文戸建に係る住宅トップランナー基準として太陽光発電設備の設置に係る目標を設定。
※ 具体的な水準及び運用については、エネルギー基本計画の見直し議論の中で、公共建築物や非住宅建築物への対

応も踏まえて今後検討（今年度中に再度、本会議を開催して議論を予定。）

ペロブスカイト太陽電池（出典：積水化学HP）

前回合同会議資料より

前回合同小委員会資料
住宅トップランナー制度における太陽光発電設備設置の扱いについて
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住宅トップランナー基準の見直しについて

太陽光発電設備の設置目標の考え方について

【「設置が合理的でない住宅」の考え方】
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次のいずれかに該当するもの。
⚫ 多雪地域（建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm以上に該当する地域）に該当する住宅。
⚫ 都市部狭小地（北側斜線制限の対象となる用途地域等（第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及

び第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域）であって、
敷地面積が８５㎡未満である土地）に該当する住宅。ただし、住宅が平屋建ての場合を除く。

⚫ 周辺環境等により太陽光発電設備の設置が困難な住宅

• 住宅トップランナー基準として太陽光発電設備の設置を求めることが合理的でない住宅があることに鑑みて、
住宅トップランナー制度の太陽光発電設備の設置目標においては、地域性や敷地の条件を考慮した目標
を設定することとする。

• 具体的には、住宅トップランナー事業者が供給する建売戸建住宅及び注文戸建住宅のうち、効率的な太
陽光発電設備の設置が難しいと思われる都市部狭小地や、落雪への安全性の配慮等が必要な多雪地
域などの住宅を除いた住宅を対象に設置目標を設定することとする。※

太陽光発電設備の設置目標設定の考え方

※ 東京都や川崎市では、住宅の屋根形状に応じた基準設定となっているが、建築確認申請の図書等において屋根形状図の提出は求め
ていないところ、全国の住宅を対象としている住宅トップランナー制度において同様の基準を設定することは事業者に相当の負荷をかけるこ
とになる。



住宅トップランナー基準の見直しについて

6.7%

93.3%

都市部狭小地 都市部狭小地以外

太陽光発電設備の設置が合理的でない住宅割合について

⚫ 多雪地域（垂直積雪量100cm以上）における住宅着工割合：約10％
⚫ 都市部狭小地（第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域であって、敷地面積

が85㎡以下）における住宅着工割合（平屋は除く）：約７％
⚫ 上記以外にも、周辺環境等により太陽光発電設備の設置が困難な場合が一定数あることを勘案し、目標設定にあたり設

置が合理的でない住宅※は全住戸のうち20％と仮定する。 ※設置が合理的ではない住宅割合は、今後報告結果等に応じて精緻化を検討する。

※三大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）
・東京圏：首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地域を含む市区町村の区域
・大阪圏：近畿圏整備法による既成市街地及び近郊整備地域を含む市区町村の区域
・名古屋圏：中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域 12

○多雪地域に該当する住宅着工割合

【推計方法】
• 建築基準法における垂直積雪量を定める基準（建設省告示第千四百

五十五号）に基づき、全国の各地域の積雪量を調査。
• R5年度 住宅着工統計と各地域の垂直積雪量を基に、市町村別に多

雪地域に着工された住宅数を推計。

【推計方法】
• R5年度に申請された確認申請書をサンプリング調査し、都市部狭小地に該

当する住宅数を算出。
• サンプリング調査の結果より、人口密度と都市部狭小地に該当する住宅数の

関係について近似式を作成。近似式は、2種類の近似式（三大都市圏※と
それ以外）とした。

• 作成した近似式とR５年度の着工統計より、全国の都市部狭小地に該当す
る住宅数を推計。

○都市部狭小地に該当する住宅着工割合

9.5%

87.1%

3.4%

多雪地域 非多雪地域 不明



住宅トップランナー基準の見直しについて

■住宅トップランナー制度における太陽光発電設備の設置目標（戸建住宅） ()内の数字は、供給戸数全体を母数とした割合

⚫ 2030年の新築戸建住宅の６割への太陽光発電設備の設置に向けて、 太陽光発電設備に関する技術開発や製品のコストダウン化、屋根置
き太陽光の普及等を考慮し、中間となる2027年度に地域性等を勘案した住宅トップランナー制度の目標を設定する。

①年間供給戸数のうち ② 設置が合理的な住宅※の戸数のうち
・ 建売戸建住宅：30％に太陽光発電設備を設置  ・ 建売戸建住宅：37.5%に太陽光発電設備を設置
・ 注文戸建住宅：70％に太陽光発電設備を設置    ・ 注文戸建住宅：87.5%に太陽光発電設備を設置

                                                                

住宅トップランナー制度における太陽光発電設備の設置目標設定

住宅トップランナー制度における太陽光発電設備の設置目標について

※3 2030年の各セグメントの割合については、2027年度のトップランナー基準を設定するにあたっての現時点での想定である。（R3年度再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおいて資
源エネルギー庁がTR注文戸建90％、その他50％と提示している。今回は、設置が合理的でない住宅の割合を20％と仮定していることから、2030年新築戸建６割の目標を達成することを前提に、TR注文戸
建80％、TR建売戸建60％、TR以外50％としている。）

設置が合理的では
ない住宅を勘案

■住宅トップランナー事業者に対する目標■目標設定に係る考え方

※以下①～③の住宅を除く。
   ① 多雪地域に該当する住宅
 ② 都市部狭小地に該当する住宅
 ③ 上記のほか、周辺環境等により設置が困難な住宅

2027年 2030年2024年
※2

※1 トップランナー以外の事業者の設置率はアンケート調査による推計値。全体の設置率は、トップランナー事業者の実績値とトップランナー以外の事業者の推計値により算出。

※2 トップランナー事業者の設置率は、2022年度に供給された住宅に係る報告内容を2024年度にとりまとめた実績値。

（供給住戸の80%を母数）

建売戸建住宅 注文戸建住宅

TR
事業者

TR以外
事業者

2022年度 全体PV設置率

31.4%

（8.0%） （58.4%）

（27.8%）

建売戸建住宅 注文戸建住宅

TR
事業者

TR以外
事業者

目標 37.5%
（30%）

目標 87.5%
（70%）

（40%）

建売戸建住宅 注文戸建住宅

TR
事業者

TR以外
事業者

2030年度目標 全体PV設置率

60%

（60%） （80%）

（50%）
※1

※1

※3 ※3

※3
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住宅トップランナー基準の見直しについて

太陽光発電設備の普及促進等に関する施策

⚫ FIPの制度の導入

FIT制度（再生可能エネルギーの固定価格買取制度）に加えて、再エネ事業者に対して電力を販売した
時の価格に一定の補助額（プレミアム）を付与することで、事業者の投資インセンティブを促し再エネをさらに普
及促進することを目的としたFIP制度を開始。

⚫ PPA（Power Purchase Agreement）モデルによる促進

契約した事業者（PPA・リース）から電力を購入することで太陽光発電設備の設置や保守費用をゼロで行う
PPAモデルに関する情報提供を実施。

⚫ ZEHへの金利優遇措置

ZEH基準※を満たす住宅を対象に、通常の金利から当初５年間の金利を0.75%（年）引き下げ、省エネ
性能の高い住宅の取得を応援。（フラット35S(ZEH)）

※一戸建ての場合：『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Orientedが対象

⚫ 太陽光発電設備設置によるメリット周知

消費者向けに、太陽光発電設備を設置した場合のコストメリット等をわかりやく紹介したマンガを公開。（待っ
て！家選びの基準が変わります）

⚫ 環境省・経済産業省における太陽光発電設備のリサイクルに関する議論

太陽光発電設備の大量廃棄を見据え、環境省及び経済産業省においてリサイクルの義務化の議論を開始。

⚫ 太陽光発電設備の設置施工に係る情報提供

太陽光発電設備の設置に関する課題を整理し、住宅側の留意事項を中心に必要な情報を発信。（戸建
住宅の太陽光発電システム設置に関するQ&A） 15



住宅トップランナー基準の見直しについて

【参考】 FIT/FIPの導入促進

総合エネルギー調査会 省エネルギー・新
エネルギー分科会／電力・ガス事業分科
会 再生可能エネルギー大量導入・次世代
電力ネットワーク小委員会（第62回）
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住宅トップランナー基準の見直しについて

【参考】 PPA等を含めた屋根置き太陽光発電の促進

総合エネルギー調査会 省エネルギー・新
エネルギー分科会／電力・ガス事業分科
会 再生可能エネルギー大量導入・次世代
電力ネットワーク小委員会（第63回）
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住宅トップランナー基準の見直しについて

【参考】 太陽光発電設備設置に係る周知と金利優遇

「待って！家選びの基
準が変わります」抜粋

住宅金融支援機構 フラッ
ト35Sによる金利優遇措置
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住宅トップランナー基準の見直しについて

【参考】環境省・経済産業省における太陽光発電設備のリサイクル義務化に向けた議論
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第2回 産業構造審議会 イノベーショ
ン・環境分科会 資源循環経済小委員
会 太陽光発電設備リサイクルワーキ
ンググループ 中央環境審議会 循環型
社会部会 太陽光発電設備リサイクル
制度小委員会 合同会議 資料1抜粋



住宅トップランナー基準の見直しについて

【参考】 太陽光発電設備の施工に関する情報の提供
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住宅トップランナー基準の見直しについて

（１）太陽光発電設備の導入に係る動向について

（２）トップランナー基準の見直し案

①太陽光発電設備の設置目標

②太陽光発電設備の普及促進等に関する施策

（３）まとめ
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住宅トップランナー基準の見直しについて

現行基準 見直し基準案

建て方
年間供給

戸数
外皮

基準※1

一次エネ基準※2

BEI
（再エネ含み）

目標
年度

外皮
基準※1※3

一次エネ基準※2

BEI
（再エネ除き）

太陽光発電設備
設置率※５

目標
年度

建売
戸建住宅

150戸
以上

省エネ
基準

0.85
2020
年度

強化
外皮

0.80
37.5%

（30%）

2027
年度

注文
戸建住宅

300戸
以上

省エネ
基準

0.80
2024
年度

強化
外皮

0.75
87.5%

（70%）

賃貸
アパート

1000戸
以上

省エネ
基準

0.90
2024
年度

強化
外皮

0.80 -

分譲
マンション

1000戸
以上

強化
外皮

0.80
2026
年度

強化
外皮

0.80※4 -
2026
年度

※1： 各年度に供給するすべての住宅が適合すること
※2： 各年度に供給するすべての住宅の平均で適合すること
※3： 勧告の運用においては、未達成事由・実態等を勘案。
※4： 分譲マンションのBEIについては、従前通り再エネ含む水準。

住宅トップランナー基準見直し案 まとめ
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※５：設置が合理的な住宅＊に対する目標
 ＊多雪地域、都市部狭小地、その他周辺環境等により設置が

困難な住宅を除く
（）内の数字は、供給戸数全体を母数とした割合（参考値）

前回の審議事項

今回の審議事項

⚫ 建売戸建住宅・注文戸建住宅・賃貸アパートについて、新たな目標年度及び基準を以下のとおり設定する。
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